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地方自治情報化推進フェア202３

徳島県ブース出展事業者募集要項

1．事業の目的

徳島県では、県内企業が開発したOSS製品の利用促進・販路開拓を支援するため、

日本最大規模の情報産業関係の展示会で、自治体情報化担当職員が多数来場する「地

方自治情報化推進フェア2023」に徳島県ブースを出展することとし、出展事業者を

募集いたします。

2．展示会

＜地方自治情報化推進フェア2023＞

（1）会期 ：令和5年10月5日（木） ９：３０～17：30

６日（金） ９：３０～17：00

（2）会場 ：幕張メッセ （千葉県千葉市）

展示ホール９・１０・１１

（3）主催 ：地方公共団体情報システム機構

（4）出展社数 ：9８社程度・団体・県

（5）出展内容 ：自治体ＤＸの推進に資する最新システムの展示

（5）来場対象者 ：地方公共団体のICT 関係者・議員等議会関係者・教育委員会関係

者及び一般の方々等

（6）来場者数 ：約６０００名（20２2年実績）

４５４名（20２１年実績（オンライン））

3．「徳島県ブース」概要

（1）募集事業者数：6事業者程度

※1事業者あたり3平方メートル程度の面積を想定していますが、

ブース設計等により増減することがあります。

※提出書類等による選考を行います。

（2）出展規模 ：1小間（約18平方メートル）

（3）出展対象 ：オープンソースソフトウェアとして公開しているシステム、また

はオープンソースソフトウェアを活用したシステムを持つ企業

4．経費の負担について

（1）出展料は求めないが、ブースの全体装飾等共用部分に係る経費については、出展

事業者で均等に負担する。（経費の詳細は、徳島県と出展事業者による打合せの後

に決まります。）

（2）その他の経費は、各出展事業者の負担とする。

＜例＞装飾代（共用部分を除く）、カタログ等制作費、関連備品、旅費及び滞在にか

かる費用等
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5．申込条件

（1）徳島県内に本社または事業所を有する事業者であること。

（2）オープンソースソフトウェアとして公開しているシステム、またはオープンソー

スソフトウェアを活用したシステムを展示すること。

（3）会期の全日程を通じて、1名以上の担当者がブースに常駐し、来場者対応及び商

談ができること。

（4）地方自治情報化推進フェア202３徳島県ブース出展申込書裏面に記載の出展要綱

を遵守すること。

（5）ブース内での展示位置や面積の配分等について、多少の差異を了承できること。

（6）徳島県が実施するアンケート、聞き取り等への協力が可能であること。

（7）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）

第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第6号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。又は暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有する者でないこと。

6．申込書類及び申込期間、申込書類提出先等

（1）申込書類

① 地方自治情報化推進フェア202３徳島県ブース出展申込書

② システムカタログ、パンフレット等 1部ずつ

（2）申込期間

令和５年６月２９日（木）から７月１２日（水）まで（郵送の場合、必着）

（3）申込方法

申込書類を下記の提出先に「メール」又は「持参」、「郵送」で提出

（4）申込書類提出先・問い合わせ先

徳島県経営戦略部スマート県庁推進課

〒770－8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地

E-mail：smartkenchousuishinka@pref.tokushima.jp

TEL：088－621－２３０８

担当：滝本、峯田

7．事業者の選定等

5に掲げる条件を全て満たしている事業者を対象に、選定基準に照らし総合的に判断

する。

（1）選定基準

① 「5．申込条件」（1）については， 徳島県内に本社を有する事業者を優先す

る。

② 「5．申込条件」（2）については，オープンソースソフトウェアとして公開し

ているシステムを優先する。

③ オープンソースソフトウェアを活用したシステムについては、システム全体に

占めるオープンソースソフトウェアの割合が高いものを優先する。

④ 事業者の事業計画に具体性が認められること。

⑤ 全国への販路開拓に意欲のある事業者であること。
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⑥ 自治体の電子情報化に資すると認められるもの

（2）結果の通知

選定の結果については、７月中旬に申込書記載の連絡先に連絡する。

※出展が決定した事業者の方には、ご連絡後、まもなく打合せにご参加いただき

ます。打合せは７月下旬を予定しています。


